
 

 

 

 

新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための 

学校における働き方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ） 

（平成２９年１２月２２日 中央教育審議会）【抜粋】 

 

４．学校の組織運営体制の在り方 

 

教師は，学級担任や教科担任，部活動の顧問のほか，校務に関する分掌を担っている。各

学校は，法令等の定めにより，学習指導，生徒指導，学校運営等に関する委員会等の組織や

担当者を設置することとされており，これらは各学校の校務分掌に位置づけられることにな

る。 

委員会等の組織は，学校における様々な諸課題に対し，教師一人で抱えることなく，学校

組織全体で対応するために非常に重要である。また，担当者についても，分担された校務の

リーダーとして，組織的な学校運営や特定の校務に関する責任関係の明確化手段として有効

であると考えられる。 

その一方で，様々な課題ごとに委員会等の組織や担当者を置くことで，学校における新た

な校務分掌の追加や校務分掌の細分化につながっている実態も否定できず，新たな校務分掌

が追加されれば，学校全体の業務量や負担の増加につながる恐れもある。また，校務分掌の

細分化により，小規模校等においては，一人の教師が担う校務分掌が大量になるとともに，

新たな課題が発生したときや担当の教師が不在のときに柔軟な対応をとることができなか

ったりする恐れもある。 

したがって，学校運営を効果的に行うことにより学校の教育活動の質を向上させるために，

真に効果的な委員会等の組織や主任をはじめとした担当者の在り方，ひいては校務分掌の在

り方を検討する必要がある。 

この点，学校の組織運営に関しては，管理職の果たす役割は大きい。まずは，教師一人一

人にとって健全な組織体制になっているか否か，管理職自ら確認するとともに，時には外部

の視点も入れながら，学校における専門スタッフとの適切な役割分担をはじめとした協働体

制の構築や所属職員の業務負担のバランスを考慮した校務分掌の適切な割り振り等に積極

的に取り組むべきである。あわせて，類似の内容を扱う委員会等については，委員会等の合

同設置や構成員の統一など，業務の適正化に向けた運用を進める必要がある。 

 

また，校務分掌の在り方については，問題を共有して組織的に対応できる体制を整えるこ

とを前提とした上で，具体の方策については，特別部会におけるこれまでの議論の中では，  

○ 学校の規模について，地域の事情等で様々になりつつある現状を踏まえ，学年という単

位でのグループ，主任の在り方・役割についても見直す必要があるのではないか。 
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○ 管理職とりわけ，教頭・副校長における校務全体の管理の負担軽減を図るためにも業務

を個人単位で割り振るのではなく，包括的なグループに分けることを進めるべきではな

いか。また，このときの責任者となる主幹教諭の役割の明確化と主幹教諭の複数配置等

を促進すべきではないか。 

○ 管理運営に関する校務分掌の担い手として，事務職員等の体制の整備を促進すべきでは

ないか。あわせて，事務職員の標準的な職務内容について，国がモデルを示す必要があ

るのではないか。 

○ 文部科学省は，校務分掌について，学校規模や地域との連携状況等に留意しながら，教

育委員会が参考とできるような優良事例を収集し，周知すべきではないか。その上で，

現場の運用では改善が難しい部分については，更に検討を進め，モデル案を示してはど

うか。 

という意見が出された。 

 このような意見を踏まえて，副校長・教頭の職務の在り方や主任の在り方，校務分掌の在

り方を含む学校の組織運営体制の在り方については，引き続き議論を進めていくこととする。 


